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昨秋以降の世界的な金融危機の影響によって、実体経済は急速に落ち込み、当金庫のお

客様にも深刻な影響が及んでおります。 
このような厳しい経済環境下において、協同組織金融機関の原点である相互扶助精神の

もと、取引先への支援を強化し、中小企業等の金融円滑化に向け、役職員一丸となって適

切な対応に努めます。 
 
 
１．お客様から貸出条件変更等に関する相談を受けた場合には、真摯に対応します。 
 
２．他金融機関からも借入れを行っているお客様から貸出条件変更等の申込みがあった場

合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に、金融機関間で相互に緊密な連

携を図るように努めます。 
 
３．住宅ローンご利用のお客様から条件変更等の申込みがあった場合には、無理のない返

済に向けて、お客様の財産や収入の状況を勘案してきめ細かく相談に応じます。 
 
４．お取引先の企業から要請があれば、経営改善計画の策定を支援します。 
 
５．貸出条件の変更を行った後、経営改善計画の進捗状況を適切に管理するとともに、お

取引先企業に対し必要な助言を行います。 
 
６．貸出条件の変更の申込みをお断りする場合には、お断りする理由を具体的かつ分かり

やすく説明します。 
 
７．貸出条件の変更等を行った後であっても、貸出条件の変更等の履歴があることのみを

理由として、新規融資や新たな貸出条件変更等の相談や申込みをお断りしません。 
 
                                     以 上 



金融円滑化に関する苦情相談窓口について 

 
 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行され、当金

庫においても「中小企業者等の金融円滑化基本方針」を制定し、お客様からの金融円滑化の要望

に対し、協同組織金融機関としての相互扶助の経営理念を最大限発揮すべく、役職員一丸となり、

きめ細やかな対応に努めております。 
 
 今般、中小企業者及び住宅ローンをご利用のお客様からの苦情相談に対応する「金融円滑化に

関する苦情相談窓口」を本部に設置しましたので、お知らせ致します。 
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